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新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた建築物における衛生的環境の 

確保に関する事業の登録に係る監督者講習等の実施について 

 

平素より、建築物衛生行政の推進に御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）第 12 条

の２に基づく事業の登録に係る監督者等の講習及び従事者の研修（以下「監督者講習

等」という。）については、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に

係る従事者の研修について」（令和２年２月 28日事務連絡）及び「建築物における衛

生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について」（令和２年３月 30日事

務連絡）により、地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、柔

軟に対応いただくようお示ししたところです。 

今般、緊急事態宣言の解除を受け、監督者講習等を実施する機関に対し、別添のと

おり監督者講習等を再開するにあたっての留意点等を示しましたので、業務の参考と

してください。 

なお、本措置については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、変

更する可能性があることを申し添えます。 
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